
奈良県救急安心センター等運営事業 

 公募型プロポーザル実施要領 

 

１．適用範囲 

奈良県救急安心センター等運営事業を事業者に委託するにあたり、その事業者を「公募型

プロポーザル方式」により選定するために必要な事項を定めるものとする。 

 

２．委託業務の概要 

（１）委託業務名 

奈良県救急安心センター等運営事業 

（２）委託期間 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日 

（３）委託業務の概要 

   以下の事項に関する電話相談窓口の設置及び県への報告 

Ⅰ 救急安心センター事業 

急な病気やケガ等について県民からの電話による相談を受け付け、救急要請の要否

等の助言を行う。 

Ⅱ 救急医療相談事業 

急な病気やケガ等について県民からの電話による相談を受け付け、適切な対処方法、

医療機関受診の要否等について助言を行う。 

Ⅲ 救急医療情報センター事業 

県内医療機関の情報収集を行い、医療機関や消防機関等からの電話による問合せを

受け付け、情報提供を行う。 

※詳細は「奈良県救急安心センター等運営事業仕様書」で確認すること。 

（４）委託金額 

   下記Ⅰ～Ⅲの各事業の金額上限は記載のとおり。これを超える場合は契約を行わない。 

Ⅰ 救急安心センター事業 

総額５５，９９７千円(消費税及び地方消費税を含む)  

Ⅱ 救急医療相談事業 

総額４５，１８７千円(消費税及び地方消費税を含む)  

Ⅲ 救急医療情報センター事業 

総額２０，０９０千円(消費税及び地方消費税を含む)  

 

Ⅰ～Ⅲ 合計１２１，２７４，０００円(消費税及び地方消費税を含む) 

 

国の交付金等の状況により、契約内容を変更する場合がある。 

支払いについては、四半期ごとに分割して支払う。 

（５）留意事項 

本業務は令和３年度奈良県予算の成立を前提とし、当該予算が成立しない場合は本業務

に係る募集及び契約を中止するものとする。 

 

 



３．参加資格 

次に掲げる条件の全てを満たすものとする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

（２）参加申込書提出時点において、物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規程（平

成７年１２月奈良県告示第４２５号）による競争入札参加資格者であること又は地方公

共団体であること。 

（３）公告日から過去５年以内に、国又は地方公共団体から、同種または類似する業務を受託

し、誠実に履行した実績を有する者であること。 

   ※同種業務とは、公告日から過去５年間の間に、国又は地方公共団体から受託し、誠実

に履行を完了した＃７１１９業務とする。類似業務とは、過去５年間の間に、国又は

地方公共団体から受託し、誠実に履行を完了した電話相談業務とする。 

 

４．日程 

  令和３年２月１９日（金） 公告 

  令和３年３月 ４日（木） 質問票、参加表明書提出締切 

令和３年３月１６日（火） 企画提案書提出締切 

令和３年３月２３日（火） 選定審査会開催予定（プレゼンテーション実施、選定） 

令和３年４月 １日（木） 契約締結予定 

 

５．手続等 

 （１）担当部局（書類の提出先及び問合せ先） 

〒６３０－８５０１  奈良県奈良市登大路町３０番地 

奈良県福祉医療部医療政策局地域医療連携課緊急医療対策係 

電話番号   ０７４２－２７－８９３５   

ファクシミリ ０７４２－２２－２７２５ 

※電子メールにより連絡を行う場合の送付先メールアドレスについては、担当部局に電話 

で問い合わせること。 

※ファクシミリ又は電子メールにより連絡を行う場合は、電話で到達確認を行うこと。 

 

（２）説明会について 

本件業務にかかる説明会は開催しない。 

 

（３）質問の受付 

① 受付期間 令和３年３月４日（木）１７時まで 

② 受付方法 質問票（様式１）に必要事項を記載し、（１）の担当部局にファクシミリ又

は電子メールにて送付後、必ず電話にて送付した旨を連絡すること。なお、

電子メールでの質問は、題名の最初に＜奈良県救急安心センター等運営事

業委託事業者募集への質問＞と明記すること。 

③ 回答方法 インターネットの「奈良県福祉医療部医療政策局地域医療連携課」ホー 

ムページに随時公表する。 

※質問者への個別の回答は行わないものとする。 

※公表の際、質問者名は明示しない。 

 

（４）参加表明書、同種又は類似業務の受注実績の提出 



本プロポーザルに参加を希望する者は、必ず参加表明書および同種又は類似業務の受注実

績を提出期限までに１部提出すること。参加表明書提出後に、参加を辞退する場合は、辞

退届（様式任意）を速やかに提出すること。 

① 提出期限 令和３年３月４日（木）１７時まで 

② 提 出 先 （１）の担当部局 

③ 提出方法 ファクシミリ又は電子メールにて送付後、必ず電話にて送付した旨を  

連絡すること。 

④ 提 出 物  

ア．参加表明書（様式２） 

イ．同種又は類似業務の受注実績（様式３） 

同種業務とは、公告日から過去５年間の間に、国又は地方公共団体から受託し、

誠実に履行を完了した＃７１１９業務とする。類似業務とは、過去５年間の間に、

国又は地方公共団体から受託し、誠実に履行を完了した電話相談業務とする。 

※契約書（写）等、当該実績の内容が確認できる資料を添付すること。 

 

（５）企画提案書等の提出 

① 提出期限 令和３年３月１６日（火）１７時まで 

② 提 出 先 （１）の担当部局 

③ 提出方法 持参又は郵送に限る 

          ・持参の場合は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３

年法律第１７８号）に規定する祝日を除く９時００分から１７時００分

まで（１２時００分から１３時００分までの間は除く）とする。 

          ・郵送の場合は、提出期限必着とし、担当者に事前に電話連絡の上、書留

郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第

９９号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９条

に規定する特定信書便事業者の提供する同条第２項に規定する信書便の

役務のうち書留に準ずるもの（親展扱いとすること。）により提出するこ

と。 

④ 提 出 物 

ア. 参加申込書（様式４）  ＜原本１部＞ 

イ. 事業者概要書（様式５）＜原本１部、コピー８部＞ 

会社概要などがあれば添付すること。（法人等の定款、役員名簿など） 

ウ. 業務担当予定者名簿（様式６）＜原本１部、コピー８部＞ 

エ. 企画提案書（様式任意。サイズはＡ４）＜原本１部、コピー８部＞ 

企画提案書は次に示す事項を踏まえ、具体的に記載すること。 

      ・本業務の実施体制（回線数や、看護師の人数、オペレーターの人数、オンコール

医師及び組織体制等）を具体的に明示すること。 

  ・Ⅰ救急安心センター事業、Ⅱ救急医療相談事業、Ⅲ救急医療情報センター事業の   

各事業で品質向上のための取組や体制を具体的に示すこと。 

  ・Ⅰ救急安心センター、Ⅱ救急医療相談事業、Ⅲ救急医療情報センター事業の各事

業で相談対応内容の事後検証の方法や体制を具体的に示すこと。 

・Ⅰ救急安心センター、Ⅱ救急医療相談事業、Ⅲ救急医療情報センター事業の各事

業でスタッフに新型コロナウイルス感染症の陽性者が発生した場合や、災害発生

等に対応した事業継続のための取組や体制を具体的に示すこと。 



・Ⅰ救急安心センター、Ⅱ救急医療相談事業、Ⅲ救急医療情報センター事業の各事

業で取り扱う個人情報を適切に処理するための具体的な業務実施体制や工夫を示

すこと。 

・上記の各項目について、ノウハウを活用したより良質なサービス提供や、事業実

施にあたっての考え方などについて、ＰＲを含めて具体的に記述すること。なお、

解説図や表、イラスト等を用いてもよい。 

      ※留意事項 

        ・企画提案書の作成にあたっては、「奈良県救急安心センター等運営事業委託事業者 

選定に係る審査基準」を参考とすること。 

・文字サイズは、１０．５ポイント以上とすること。 

 ・言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法の法定計量単位に

よるものとすること。 

・用紙は日本工業規格Ａ４片面印刷とすること。 

  ・企画提案書は、１５ページ以内（表紙を含む。ただし、２０分以内で説明可能な

ページ数）とすること。 

オ．見積書（様式７）＜原本１部、コピー８部＞ 

カ．奈良県競争入札参加資格を有することを証明する書類（写し可）＜１部＞ 

  なお、地方公共団体は提出不要とする。 

上記イ～オの企画提案書等については、原本以外は提案者を特定することができる

内容の記述（具体的な社名やロゴマーク、コーポレートカラー等）を記載してはな

らない。記載がある場合は、その項目を無効とする。 

⑤ その他 

１事業者につき１提案とし、提出期限後における内容の変更は認めない。 

 

６．委託事業者の選定 

（１）企画提案書等の評価 

① 企画提案書等の評価は、奈良県救急安心センター等運営業務委託事業者選定審査委員

会（以下「審査委員会」という。）において、「奈良県救急安心センター等運営事業委

託事業者選定に係る審査基準」に基づき公正に審査を行うものとし、各委員の採点結

果を合計した点数を提案者の得点とし、最も評価の高い一事業者を契約の相手方とし

て選定する。審査項目は次のとおり。 

【審査項目】 

１．受託の実績 

２．実施体制 

３．品質向上のための取組 

４．事後検証の体制 

５．感染症、災害等に対応した事業継続体制 

６．個人情報保護等情報管理体制 

７．経費 

② 提出のあった提案書等について、プレゼンテーション及びヒアリングを行う。審査は

以下の事項に留意して行う。なお、応募者多数の場合は、プレゼンテーション及びヒ

アリングに先立ち書類選考を行う場合がある。また、プレゼンテーション及びヒアリ

ングは対面、またはシスコシステムズ社のＷｅｂＥＸを用いてリモートで行う。なお、

リモートで実施する場合には、事前に接続テストを行うことがある。その場合、応募



者は接続テストに協力すること。リモートで実施する場合のプレゼンテーション等に

かかる通信費その他の費用は応募者の負担とする。 

１）審査項目のうち、全審査委員の得点の平均が満点の５割未満の項目が一以上ある

提案者は、受託事業者として特定しない。 

２）提案者が１者の場合、審査基準による得点が６割以上で、かつ審査委員会の合議

により認められたものについては、当該提案者を受託事業者として特定すること

ができる。ただし、審査項目のうち全審査員の得点の平均が満点の５割未満の項

目が一以上ある場合は、受託事業者として特定しない。 

３）審査の結果、最高得点が２者以上であった場合は、審査委員会の合議により受託

事業者を特定する。この場合、審査基準のうち比重の高い審査項目の得点を考慮

する。 

③ プレゼンテーションには、統括責任者等の業務全体を把握する立場にある者（必ず出

席）、予定担当者（必要に応じて出席）が出席すること（計３名以内）。時間配分は１

提案者あたり４０分（内訳はプレゼンテーション２０分、質疑応答２０分）とする。 

④ プレゼンテーションは、事前に提出した企画提案書に沿って行うものとし、企画提案

書の改変や、新たな資料の提出は認めない。 

 

（２）失格事項 

提案者が次に掲げる場合に該当するときは、失格とする。 

① 上記３に示した参加資格要件が備わっていないとき。 

② 企画提案書等に虚偽又は不正があったとき。 

③ 提出された企画提案書等が様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合せず、そ

の補正に応じないとき。 

④ 一以上の審査項目についての記載がなかったとき。 

⑤ 委託上限額を超える見積書が提出されたとき。 

⑥ プレゼンテーションに不参加のとき。 

⑦ その他不正な行為があったとき。 

 

（３）審査結果 

選定結果は、企画提案書を提出した事業者のみに対して文書により通知する。 

 

７．契約等 

（１）事業者との契約 

① 選定された者は、通知があり次第、県担当者と打ち合わせを行い、委託業務契約書を

締結した後、必ず令和３年４月１日（木）午前０時から業務を開始すること。 

② 契約額は、企画提案書に記載された見積額がそのまま採用されるのではなく、最優秀

提案者との協議により業務仕様書を確定した後に決定する。なお、この協議が不調に

終わった場合には、審査において次点となった事業者と同様の手続きを行うこととす

る。 

③ 当企画提案書でなされた有効な提案については、必ず実施すること。 

④ 企画提案書、参加申込書その他に虚偽の記載をした場合は、当該業務の企画提案書等

を無効とし、契約締結後には、契約を解除することがある。 

⑤ 本業務を受注しようとする者は、以下の遵守事項を理解した上で受注すること。 

１）最低賃金法第４条第１項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法



第３条に規定する最低賃金額（同法７条の規定の適用を受ける労働者については、

同条の規定により減額して適用される額をいう。）以上の賃金（労働基準法第１１

条に規定する賃金をいう。以下同じ。）を支払うこと。 

２）健康保険法第４８条の規定による被保険者（同法第３条第４項に規定する任意継

続被保険者を除く。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 

３）厚生年金保険法第２７条の規定による被保険者（同条に規定する７０歳以上の使

用される者を含む。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 

４）雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者について、同法第７条の規定による

届出を行うこと。 

５）労働保険の保険料の徴収等に関する法律第４条の２第１項の規定による届出を行

うこと。 

６）本業務の一部を、他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は本業務の履行に他

者が雇用する労働者の派遣を受けようとするときは、当該他者に対し、この遵守

事項を周知し、遵守するように指導すること。 

７）契約後、速やかに医療賠償責任保険に加入し、その保険証券の写しを提出するこ

と。 

８）その他の定めのない事項については、地方自治法、同法施行令およびその他関係

法令並びに奈良県個人情報保護条例、奈良県会計規則およびその他奈良県が制定

する関係条例・規則等に従うものとする。 

 

（２）契約の解除等 

① 契約にかかる損害賠償及び契約の解除については、奈良県契約規則（昭和３９年５月

奈良県規則第１４号）に定めるところによる。 

② 契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解

除することがある。また、契約を解除した場合は、契約の相手方に損害賠償義務が生

じる。 

１）役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代  

表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあっ 

てはその者及び支配人並びに支店または営業所を代表する者をいう。以下同じ。） 

が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以 

下同じ。）であるとき。 

２）暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団 

員が経営に実質的に関与しているとき。 

３）役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を  

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。 

４）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するな   

        ど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。 

５） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

６）本契約にかかる下請け契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請け 

契約」という。）にあたって、その相手方が上記１）から５）のいずれかに該当す

ることを知りながら、当該者と契約を締結したとき。 

７）本契約にかかる下請け契約等にあたって、上記１）から５）のいずれかに該当す      

  る者をその相手方としていた場合［上記６）に該当する場合を除く。］において、    



  奈良県が奈良県との契約の相手方に対して下請け契約等の解除を求め、契約の相

手方がこれに従わなかったとき。 

８）本契約の履行にあたって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわ 

らず、遅滞なくその旨を奈良県に報告せず、又は警察に届けなかったとき。 

 

（３）契約保証金 

 契約の相手方は、契約保証金として契約金額の１００分の１０に相当する額以上の金額を

納付しなければならない。 

   なお、奈良県契約規則（昭和３９年５月奈良県規則第１４号）第１９条第１項各号のいず

れかに該当する場合には、契約保証金の全部または一部を免除する場合がある。 

 

８．その他企画提案等にかかる留意事項 

（１）この企画提案に参加する者は、参加表明書の提出をもって、この実施要領の記載内容を承

諾したものとみなす。 

（２）提出された書類は返却しない。また、提出した企画提案書を奈良県に無断で他に使用する

ことはできない。 

（３）提出された提案書等は、審査作業に必要な範囲において複製を行う場合がある。 

（４）採択された事業計画・事業提案は、県との協議等により修正・変更を行う場合がある。 

（５）企画提案書等を提出した者の名称、審査結果概要等の情報公開を行う場合がある。県民等

から情報公開の請求に応じて、企画提案書等の情報開示を行う場合がある。 

（６）企画提案書等の提出後、契約締結までの手続き期間中に応募資格を欠くこととなった場合

は、契約締結にかかる資格を失うものとする。その場合、選定において次に評価の高い事

業者と契約に向けた手続きを行う。 

（７）非選定通知による通知を受けた者は、その理由の説明を求めることができるものとする。

説明を希望する者は、非選定通知書の通知日の翌日から起算して５日（奈良県の休日を定

める条例（平成元年３月奈良県条例第３２号）第１条第１項の規定による県の休日を除く。）

以内に５（１）の担当部局長に書面により請求しなければならない。 

（８）新型コロナウイルス感染症対策に伴い、出社ができない等の理由により、本募集要領中５

（４）（５）に規定する参加申込書及び企画提案書等の提出書類に関し、それぞれを定める

提出期限までに代表者印の押印ができない場合は、代表者印の押印がない書類の提出も可

とする。この場合は、押印できない理由を可能な限り具体的に記した理由書を併せて提出

すること。 

 


